
第１回 中川村都市計画マスタープラン改定及び中川村立地適正化 

計画策定検討委員会 次第 

   

日時：令和７年 12 月 18 日（木）19 時から 

会場：中川村基幹集落センター集会室 

 

 

 

１ 開 会  

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 委員の委嘱等 

 

 

４ 委員会の目的 

 

 

５ 正副委員長の選出 

 

 

６ 審議事項等 
 
（１）都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の概要    【資料１】 

     
（２）策定等のスケジュール                 【資料２】 

     
（３）中川村都市構造に関する住民アンケート調査結果の概要  【資料３】 

 

 

７ その他 

 

 

８ 閉 会 
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松本大学総合経営学部観光
ホスピタリティ学科教授

白戸 洋 委員長

4 中川村議会 総務経済委員長 松村 利宏

5 中川村教育委員会 教育委員 桃澤 孝之

6 中川村社会福祉協議会 会長 松村 隆一

7 中川村商工会 会長 宮下 進吾 副委員長

8
中川村小中学校ＰＴＡ
連絡協議会

中川西小学校ＰＴＡ副会長 出澤 秀和

9 中川村総代会 会長 菅沼 公臣

10 中川村農業委員会 農地利用最適化推進委員 矢澤 正人

11
中川村民生児童委員
協議会

副会長 松下 春男

12 長野県伊那建設事務所 所長 川上 学

事務局等
中川村 村長 宮下 健彦

課長 眞島 俊

課長補佐兼土地政策係長 片瀬 雅崇

主任主事 春日 瑠介

計画策定等業務受託者 ： 技建開発株式会社伊那支店

○任期 令和７年12月18日から令和９年３月31日まで

一般公募 一般公募

中川村都市計画マスタープラン改定及び中川村立地適正化計画策定検討委員会 名簿

地域政策課土地政策係



 

 

中川村都市計画マスタープラン改定及び中川村立地適正化計画策定検討委員会設置要綱 

令和７年９月８日 

告示第45号 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第１項の規定に基づく都市計画に関

する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）の改定及び都市再生特別措

置法（平成14年法律第22号）第81条に規定する立地適正化計画の策定に当たり、広く意見を

聴取し、必要な事項を検討するため、中川村都市計画マスタープラン改定及び中川村立地適

正化計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会の任務は、中川村都市計画マスタープラン改定案及び中川村立地適正化計画案

について、意見を述べ又は提言を行うこととする。 

（組織） 

第３条 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 公募による者 

(3) 都市計画に関係する団体の者 

(4) 村議会議員 

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める任務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは，その委員が委任する代理者を

出席させることができる。 

３ 会議の議決方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長

がこれを決する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務を処理するため、地域政策課に事務局を置く。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開催する委員会は、村長が招集する。 
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都市計画マスタープラン改定と立地適正化計画策定にかかる体制図



 
 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の概要 
 
１．都市計画マスタープランについて 
（1）都市計画とは（都市計画法の目的と基本理念） 

 都市計画という「まちづくりのルール」を定めることによって、暮らしやすい秩序ある都市をつくること
を目指し、そこに住む皆さんが安心して暮らすことができるようにすることです。 

 「まちづくりのルール」である都市計画は、農林漁業などとバランスを取りながら、住民の皆さんが健康
で文化的な生活を送り、都市の様々な機能が確保できるようにすべきであること、また、そのために適正
な制限を行うことで土地の合理的な利用を目指すべきであることを基本理念とします。 

  
（2）都市計画で定めること 

 都市計画で定めることは、大きく分けて次の３つがあります。 
土地利用に 
関する計画 

住宅地、商業地、工業地、農地、山林などの土地の使い方や配置、建物の建
て方などのルールづくり（例：用途地域、特定用途制限地域など） 

都市施設の整備 
に関する計画 

道路・公園・下水道などの公共施設の計画的な整備・維持管理 
（例：道路、公園、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場） 

市街地開発事業 
に関する計画 

計画的なまちづくりを具体的に行うための市街地の整備 
（例：土地区画整理事業、市街地開発事業など） 

 
（3）都市計画マスタープランとは 

 都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に規定する法定計画で、正式には「市町村の都市計
画に関する基本的な方針」といいます。上位計画である「第６次中川村総合計画」が、防災・公共交通、
環境、医療・福祉、産業、教育・文化などのあらゆる分野にわたる村の最上位計画であるのに対し、本計
画は、都市計画行政に関する長期的な指針となるものであり、概ね 20 年を計画期間として、都市計画の基
本的な方向を示すものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本計画は、村全体の総合的なまちづくり方針を定めた「全体構想」と、地域別のきめ細やかなまちづくり

方針を定めた「地域別構想」から構成されます。地域別構想の作成においては、住民の皆様に地域の問題
点や課題、まちづくりのアイデア等を提案してもらい、主に地域別構想に反映し、村民意向を充分に反映
した計画を作成します。 

 今後、本計画に定められた土地利用や都市施設（道路・公園等）などの方針に基づき、都市計画に関わる
個別計画・事業を推進していきます。 
 

２．立地適正化計画について 
（1）立地適正化計画の策定の背景 

 村の人口は、昭和 60 年の 5,578 人をピークに減少が続き、令和２年には 4,651 人となり、今後も人口減少
が進み、令和 27 年には約 2.5 割減となる 3,400 人程度まで減少すると予測されています。 

 一方で、土地が安価で家を建てやすいなどの理由により、住宅地が郊外へ広がり、まちの拡散が進んでい
ます。急激な人口減少が見込まれる中で、今後もまちの拡散が続いた場合、低密度なまちになっていくと
考えられます。 

 拡散した低密度なまちでは、インフラ機能を整備・維持するための負担が増えるだけでなく、一定の人口
密度により支えられてきた、医療・福祉・商業といった生活サービス等の維持が困難となることや、公共
交通が縮小・撤退することなどが想定され、将来、車を運転できなくなった人にとって不便なまちになっ
てしまうと考えられます。 

 将来にわたって暮らしやすい村であるためには、住宅やバス停などから歩いて回れる範囲内に、生活に必
要な医療・福祉・商業施設等がまとまって立地し、公共交通機関によって誰もが無理なく移動できるコン
パクトシティと呼ばれるむらづくりが必要となっています。 
 

（2）立地適正化計画とは 
 無秩序に拡大した都市を人口に見合う適正

な都市規模とするため、行政・住民・民間
事業者が一体となって、コンパクトなまち
づくりに取り組み、持続可能な地域社会を
形成していくための計画です。 

 「立地適正化計画」では、生活に必要な施
設の立地状況や公共公通の状況、人口分布
などを基に、生活に必要な施設が集まるよ
うにする『都市機能誘導区域』を設定し、
その周りに住宅などの居住が集まるように
する『居住誘導区域』を設定します。併せ
て、区域内への誘導を促進するために行う
施策などを定めます。 

 
３．計画策定スケジュール 

令和７年度 令和８年度  
 

 

計
画
の
改
定
・
策
定 

  

 

即す 即す 

連携 連携 

即す 

第６次中川村総合計画 

中川村都市計画マスタープラン 

中川村立地適正化計画 

【村の計画】 
防災関係、環境関係、 
福祉関係、農業振興 
関係、森林関係、 
学校教育関係 等 

【個別計画】道路整備計画 公共交通計画 上下水道計画  
空家等対策計画 等 

 
全 体 構 想 

・基本理念 
・将来都市像 
・基本目標 
・将来人口 
・分野別構想 

地域別構想 
・地域区分 
・△△地域 
・○○地域 
・□□地域 
・◇◇地域 

即す 
中学生アンケート調査 

むらづくりを考える 
ワークショップ 

公募村民や学識経験者、関係機関等による策定委員会 

都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定に向けた庁内検討委員会 

都
市
計
画
審
議
会(

意
見
聴
取
等) 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

計
画
案
の
作
成 

村外者意向調査 

資料１-１ 

＜立地適正化計画のイメージ＞ 



都市計画区域 農業振興地域

土地利用基本計画（国土利用計画法第９条）
各都道府県の区域を対象に、県域を５つの地域に区分し、土地利用の基本的な方向を示す計画

都市地域 農業地域 森林地域 自然公園地域 自然保全地域

国立公園・国定公園
都道府県立自然公園

農業振興地域の整備に関する法律 自然公園法

国有林
地域森林計画対象民有林

原生自然環境保全地域
自然環境保全地域

都道府県自然環境保全地域

自然環境保全法都市計画法 森林法

・都市再生特別措置法

都市再生関係

・古都法
・文化財保護法

古都・伝統的建造物群
保存関係

・土地区画整理法
・都市再開発法
・新住宅市街地開発法
・首都圏近郊地帯整備法

等

市街地整備関係

・密集法
・被災市街地法

防災・復興関係

・港湾法

臨港関係

・航空機騒音対策法
・沿道整備法

周辺環境対策関係

・集落地域整備法

集落地域整備関係

国
土
計
画
体
系
の
中
で
の

都
市
計
画
の
位
置
づ
け

都
市
計
画
法
関
連
法
令

流通業務関係

・流通業務市街地整備法

・道路法
・都市公園法
・下水道法
・河川法 等

インフラ整備関係

・景観法
・歴史まちづくり法
・都市緑地法
・生産緑地法 等

景観・緑地関係

・建築基準法
・景観法（景観地区）
・都市緑地法（緑地保全地域等）
・港湾法（臨港地区）
・被災市街地復興法
（被災市街地復興推進地域）

・密集法
（防災街区整備地区計画等）
・都市再生特別措置法
（都市再生特別地区）

等

都市施設関係
・道路法（道路）
・都市公園法（都市公園）
・下水道法（下水道）
・河川法（河川）
・流通業務市街地整備法（流通業務団
地）
・津波防災地域づくり法
（津波防災拠点市街地形成施設）

等

市街地開発事業関係
・土地区画整理法（土地区画整理事
業）
・都市再開発法（市街地再開発事業）
・新住宅市街地開発法
（新住宅市街地開発事業）
・首都圏近郊地帯整備法
（工業団地造成事業）

等

都
市
計
画
別
分
類

政
策
目
的
別
分
類

土地利用関係（地域地区・地区計画 等）

1

都 市 計 画 に つ い て 資料１－２

1出展：国土交通省ホームページより
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都 市 計 画 に つ い て

2
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都 市 計 画 に つ い て

3



4

都 市 計 画 に つ い て

4

中川村の用途地域



1

都市計画マスタープランについて 資料１－３

○現行計画



2

都市計画マスタープランについて

現行の都市計画マスタープランは約20年前に策定され、当時は「成長」や
「拡大」を前提とした施策を描くため、発展を見込んだ計画構成がとられて
います。
しかし、現在では「持続可能な社会の実現」が大きな課題となり、施策の

方向性も「拡大志向」から「身の丈に合った現実的で持続可能なまちづく
り」への転換が求められています。



立地適正化計画について

出展：国土交通省「令和７年度立地適正化計画に関する全国説明会」資料より

資料１－４

1



2

立地適正化計画について

出展：国土交通省「令和７年度立地適正化計画に関する全国説明会」資料より



立地適正化計画について

＜コンパクトプラスネットワーク＞
ネットワークのイメージ

3



4

一極集中

郊外を切り捨て、市町村内の最も主要な拠点（大き
なターミナル駅周辺等）１カ所に、全てを集約させる

多極型の都市構造

中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺な
どの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン
パクト化を目指す

全ての人口の集約

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約させる
ことを目指す

強制的な集約

居住者や住宅を強制的に短期間で移転させる

全ての人口の集約を図るものではない

例えば農業従事者が農村部に居住することは当然
（集約で一定エリアの人口密度を維持）

誘導による集約

インセンティブを講じながら、時間をかけながら居
住の集約化を推進

コンパクトシティをめぐる誤解と正しい認識

地価水準の格差を生む

居住等を集約する区域の内外で地価水準が大きく
分かれ、格差が生じる

急激な地価変動は生じない

・誘導策による中長期的な取組であり、急激な地価
変動は見込まれない
・まちなかの地価の維持・上昇に加え、都市全体の
地価水準の底上げ等の波及効果を期待

立地適正化計画について

出展：国土交通省「立地適正化計画の手引き【資本編】」より一部改



5出展：国土交通省「立地適正化計画制度の概要等について（令和６年度説明会）」より

立地適正化計画について



中川村都市計画マスタープラン改訂および立地適正化計画策定までの全体工程表（案） 【第1回_策定検討委員会】

令和７年度 令和８年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上旬 中旬 下旬

　●中学生アンケート

●住民アンケート(R6度)　●ワークショップ ●パブリックコメント

　●来訪者調査 ●住民説明会

　●中学生アンケート

●広報(計画概要,WS公募) ●広報(現況報告/WS等) ●広報(素案) ●広報(届出)

・計画準備

現況把握と課題の整理 地域別構想 実現のための方策

全体構想 分野別整備構想 推進体制と進行管理

・計画準備 具体的施策の検討 防災指針の策定

都市の現状把握 空き家､低未利用地等活用

まちづくり方針の策定 都市計画施設の検討 ●パブリックコメント対応

●委員会等への対応 ●ヒアリング対応 ●委員会等への対応 目標値等の設定 ●委員会等への対応

届出に関すること ●住民説明会への対応

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

・分野別構想 ・原案検討 ・最終確認

●計画の説明 ●経過報告 ●調査審議 ●意見聴取等

(措法81条22項)

(都法18条の2第2項ほか)

●計画の説明 ●現況,誘導施設 ●分野別構想 ●防災指針,地区構想 ●原案検討 ●最終確認

関係機関等協議 （県庁都市・まちづくり課、伊那建設事務所、農業関係団体、公共交通事業者等、関係機関と適宜協議）

中川村
都市計画審議会

・全体構想
・誘導区域

・現状把握

委
員
会
等

【外部検討】
策定検討委員会

庁内検討委員会

・委嘱
・委員会目的
・計画概要等

業務項目
令和
９年
度

全体工程

【住民参加】
 (措法81条22項)
 (都法18条の2第2項)

計
画
案
作
成

都市計画
マスタープラン

立地適正化計画

計画立案

現況調査

ワークショップ
庁
内
会
議

策
定
検
討
委
員
会

策
定
検
討
委
員
会

庁
内
会
議

策
定
検
討
委
員
会

庁
内
会
議

策
定
検
討
委
員
会

庁
内
会
議

策
定
検
討
委
員
会

庁
内
会
議

外
部
策
定
委
員
会

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
審
議
会

国
・
県
ヒ
ア
リ
ン
グ

国
・
県
ヒ
ア
リ
ン
グ

国
・
県
ヒ
ア
リ
ン
グ

広報 広報 広報 広報

住
民
説
明
会

公
表
・
届
出
開
始

庁
内
会
議

議
会
報
告

県
通
知
・
写
送
付

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

来訪者調査

計画準備

計画書作成
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中川村都市構造に関する住民アンケート調査報告書（概要版） 
 
１．アンケート概要 

◇目  的：「中川村都市計画マスタープラン」や「中川村立地適正化計画」等の都市計画策定及び各種施策
を検討する際の基礎資料として活用することを目的とした。 

◇調査概要：①調査対象者・・・住民基本台帳における満 18 歳以上の村民 1,000 人 
年齢層の回収数の均衡及び若年層の回収率増進のため、過去のアンケート
調査実績を参考に、年齢別配布数を抽出した。 

②調 査 期 間・・・令和６年 12 月 12 日～12 月 23 日 
③調 査 方 法・・・ポストへの投函、役場への持参、または WEB 回答にて回収。 

 
◇回収結果 
      回収数・・・305 通（30.5%） 
 
 ※調査対象の人口 3,876 人（令和 5 年 12 月住民基本台帳人口）において、誤差率±5％、信頼度 95％

とする場合の標本数は「254」となっており、本調査ではその値を満たす回答数が得られた。 
 
◇年齢別回収状況 
 年齢別に回収率を見ると 60 歳台が 55.6％で最も多く、そこから年齢層が下がるごとに回収率も下がる傾

向となっている。ただし、年齢層によって配布数を調整していることから、各年代層ともに概ね同等の回
収数となっており、それぞれの年代の回答を、同等に扱うことが可能となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．アンケート集計結果 
＜回答者属性＞ 
 年齢は、10 歳代、80 歳代を除くすべての年齢層の構成比が 10％台にあり、均等に回答が得られている。 
 家族構成は、「二世代（親・子など）」が 45.3％と概ね半数を占め、「夫婦のみ」が 18.3％となっている。 
 職業は、「正規の社員・職員」が 34.4％、「無職（家居）」が 13.6%、「家事専業」が 6.3％で全体の約半数

を占め、「非正規雇用者」は 21.2％となっている。 
 居住歴は、「他の市町村に住んでいたことがある」が 70.2％となっている。中川村への居住期間を聞いたと

ころ、「20～30 年未満」「30 年以上」の合計は 61.4％となっている。 
 住宅種類は「持家（家族名義含む）」が 94.7％で最も多くなっている。 

【年齢（問 1）】        【家族構成（問 2）】       【職業（問 3）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【居住地区（問 4）】      【居住歴（問 5）】         ＜居住期間＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【住宅種類（問 6）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 回答者の属性は、約６割が「夫婦」や「二世代（親・子）」
などの核家族で、約 9 割が「持家」で暮らしている。 

 「他の市町村に住んでいたことがある」が約 7 割を占め、
居住期間 20 年以上が約 6 割を占めていることから、一定数
はＵターン等により中川村に居住していると思われる。 

33.3%

38.1%

52.3%

29.7%

22.4%

4.0%

5.3%

5.3%

66.7%

61.9%

47.7%

70.3%

77.6%

96.0%

94.7%

94.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳

20歳台

30歳台

40歳台

50歳台

60歳台

70歳台

80歳以上

WEB回答

ポスト投函

総数 うちWEB回答

配布数 回答数 回収率 回答数 回収率

１. 18～19歳 92 15 16.3% 5 33.3%

２. 20歳台 294 42 14.3% 16 38.1%

３. 30歳台 128 44 34.4% 23 52.3%

４. 40歳台 137 37 27.0% 11 29.7%

５. 50歳台 111 58 52.3% 13 22.4%

６. 60歳台 90 50 55.6% 2 4.0%

７. 70歳台 74 38 51.4% 2 5.3%

８. 80歳以上 74 19 25.7% 1 5.3%

無回答 2 － 0 0.0%

　計 1,000 305 30.5% 73 7.3%

※構成比は有効回答者数を母数として算出

年齢層

16.3%

14.3%

34.4%

27.0%

52.3%

55.6%

51.4%

25.7%

0% 20% 40% 60% 80%

18～19歳

20歳台

30歳台

40歳台

50歳台

60歳台

70歳台

80歳以上

■年齢層別回収率

18～19歳

5.0%
20歳台

13.9%

30歳台

14.5%

40歳台

12.2%50歳台

19.1%

60歳台

16.5%

70歳台

12.5%

80歳以上

6.3%
ひとり暮らし

8.7%

夫婦のみ

18.3%

二世代（親・子など）

45.3%

三世代（親・

子・孫など）

23.0%

その他

4.7%
学生

4.6%

正規雇用者

34.4%

非正規雇用者

21.2%

農業・林業

10.3%

自営業主

6.3%

家事専業

6.3%

無職(家居)

13.6%

その他

3.3%

大草地区
31.2%

葛島地区
16.9%

片桐地区
51.8%

生まれてから

（記憶にあると

き以来）ずっと

中川村に住ん

でいる

29.8%

他の市町村に住ん

でいたことがある

70.2%

5年未満

12.7%

5～10年未満

6.3%

10～20年未満

19.5%

20～30年未満

14.6%

30年以上

46.8%

持家(家族名義を含む)

94.7%

借家(一戸建て)

1.7%

借間(アパート・公営

住宅・社宅)…
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＜公共交通機関の利用状況等＞ 
 JR 飯田線の利用頻度は「1 年以上利用していない」が 61.4％、「１年に数回程度」が 19.8％となっている。

「一度も利用したことがない」との回答も 14.8%ある。 
 のっチャオの利用頻度は「一度も利用したことがない」が 73.0％、「1 年以上利用していない」が 17.7％で

利用者が限られていることが伺える。バス停までの徒歩での所要時間は 10 分以内が 56.9％となっている。
一方で「分からない」の回答も 31.3％と高い値を示している。 

 チョイソコなかがわについては、「名前も使い方も知っている」が 31.7%、「名前は知っているが使い方は
知らない」が 61.1%となっている。 

 今後の高齢化社会における交通弱者対策として、十分な周知が必要である。 
 

【JR 飯田線の利用頻度（問 7）】        【のっチャオ（巡回バス）利用頻度（問 8）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【最寄りの「のっチャオ」(巡回バス)のバス停について（問 9）（問 10）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 【チョイソコなかがわについて（問 10）】    【チョイソコなかがわの利用意向（問 11）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 外出の頻度を目的別に見ると「ほぼ毎日」が高いのは「通勤・通学」で 70.5％、「1 週間に数回程度」は
「買い物」が 67.2％となっている。 

 
【日常の移動手段や行動範囲 外出の頻度（問 11）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 外出時の交通手段は、どの外出目的も「自動車・オートバイ」が多くを占めている。また、「徒歩」「自転
車」との回答も 10～15%程度見られる。 

 「電車」「バス」「タクシー」等の公共交通機関の割合は低くなっている。 
 

【日常の移動手段や行動範囲 交通手段（問 12）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「通勤・通学」では、「自転車・オートバイ」の割合が 74.3%であり、また、「電車」との
回答も 5.2%あり、学生の回答が反映されていると考えられる。 
「通勤・通学」以外では「自動車・バイク」が 8 割以上で、電車・バス・タクシー等の公
共交通機関がほとんど使われていない実態となっている。 

平日ほぼ毎日

2.3%

1週間に数回程度

0.3%

1ヵ月に数回程度

1.3%

1年に数回程度

19.8%

１年以上利用

してない

61.4%

一度も利用したことが

ない

14.8%

平日ほぼ毎日

2.0%

1週間に数回程度 0.7%

1ヵ月に数回

程度 0.7%

1年に数回程

度 6.0%

１年以上利用して

ない 17.7%

一度も利用したことが

ない 73.0%

わかる 68.9%

わからない

31.1%

名前も使い方も

知っている

31.7%

名前は知ってい

るが使い方は知

らない

61.1%

知らない・聞いた

ことはない

7.3%

すでに利用している・

利用したことがある

7.6%

利用していないが会

員登録はしている

3.7%

いつかは使って

みたい

46.2%

今後も使う予定

はない 18.3%

わからない

24.3%

70.5%

14.5%

0.4%

1.3%

0.0%

8.0%

67.2%

3.1%

3.1%

10.0%

0.8%

10.5%

35.0%

16.4%

51.7%

0.4%

2.7%

47.5%

65.9%

29.7%

20.3%

5.1%

13.9%

13.3%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学

買い物

通院

行政機関

金融機関

ほぼ毎日 １週間に

数回程度

１ヶ月に

数回程度

１年に

数回程度

この目的では外出しない

5分未満

34.7%

5～10分未満

22.2%

10～20分未満

7.3%

20～30分

未満 1.7%

30分以上

2.8%

わからない

31.3%

7.4%

2.3%

3.6%

4.8%

6.9%

7.8%

7.0%

7.1%

8.8%

7.3%

74.3%

89.1%

88.0%

83.8%

85.3%

5.2%

0.8%

0.9%

0.4%

4.3%

0.8%

0.9%

2.6%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学

買い物

通院

行政機関

金融機関

徒歩 自転車 自動車・オートバイ 電車 バス タクシー その他
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【人口減少と高齢化の進展に伴い、影響が及んでくると思われること、不安に思うこと（３つ選択）（問 13）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【コンパクトシティを目指す際、重点的に行うべきまちづくり（ ２つまで選択 ）（問 14）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【まちづくり満足度・重要度（問 12）】 
 現在の中川村都市計画マスタープランに示された全体構想における「まちづくりの方針」の各項目につい

て、今の「満足度」を横軸に、今後の「重要度」を縦軸にとり、4 つの領域に区分して相関関係を算出し
た。4 つの領域を区分する満足度及び重要度の平均値は、16 項目すべての平均値とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かで美しい自然環境を

維持し、後世に残す取組

土地利用の目的を明確に

し、適切な誘導を図る取組

土地利用の規制との調整を図りつつ、人口増に

向けた土地利用を図る取組

移り住みたい、住み続けたいむら

づくりをすすめる取組

訪れたくなる魅力的で活発な

拠点づくりをすすめる取組

地域住民の自主的なむらづくりを支援する取組

効果的な道路整備への取組

歩行者に配慮した道路整備への取組

公共交通の一層の充実を図る取組

村の自然や景観をいかした公園

緑地の整備への取組

良質な飲料水を安定的に供給していけるよ

う、水供給体制の整備をすすめる取組

全戸水洗化への取組

防災施設・設備の整備改善を図る取組

災害を未然に防ぎ、被害を軽減するための取組災害時に備え、緊急物資の確保、自主

防災組織の育成強化を図る取組

中川村の恵まれた自然環境・自然資

源を活かした、景観育成への取組

3.8

4

4.2

4.4

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

重要度平均値 4.08

満
足
度
平
均

値

3
.2
8

Ａ領域 重要度：特高 満足度：低 

⇒ 重点改善領域 
Ｂ領域 重要度：特高 満足度：高 

⇒ 重点維持領域 

Ｃ領域 重要度：高 満足度：低 

⇒ 改善領域 
Ｄ領域 重要度：高 満足度：高 

⇒ 維持領域 

重要度は特に高いものの満足度が低い（Ａ領域）に４項目が該当しており、これらは計画の改定・
策定にあたって、優先的に考慮すべき事項と考えられる。回答全体は重要度の、中間点 3 以上にあ
るため、村民の関心は高い位置にあると考えられる。 

17.7%

16.4%

16.7%

31.8%

23.4%

40.8%

22.7%

25.4%

39.1%

10.4%

49.8%

2.0%

1.7%

0% 20% 40% 60%

道路、橋梁、公園、上下水道等の維持・更新ができなくなる

電車や巡回バス等の運行本数、路線数が少なくなる

診療所や小中学校、図書館等の公共施設が統廃合される

売上減少により、スーパーや商業施設が撤退し買い物する場所…

働き手の減少により、人材不足になる

高齢者の増加により、医療費等の社会保障費が増える

高齢者福祉等のサービスが十分に提供されなくなる

道路や上下水道など公共施設を維持するために税負担が増える

空き地・空き家が増え、居住環境が悪化する

自治会など地域の交流がなくなる

若い人が少なくなり、地域の作業や役割が滞る

特に影響はない

その他

人口減少と高齢化の進展に伴い、影響が及んでくると思われること、不安に思うことにつ
いては、「若い人が少なくなり、地域の作業や役割が滞る」との回答が最も多く 49.8%、
次いで「高齢者の増加により、医療費等の社会保障費が増える」「空き地・空き家が増
え、居住環境が悪化する」の順となっている。 
また、「売上減少により、スーパーや商業施設が撤退し買い物する場所が無くなる」がこ
れに次いでいる。 

34.6%

54.4%

13.8%

40.3%

30.5%

12.1%

3.7%

0% 20% 40% 60%

スーパーなど商業施設、村役場など公共施設の近くに住宅を集積

既存のバス（のっチャオやチョイソコなかがわ）の利便性を向上

新たな公共交通の仕組みを取り入れる

今ある地域の身近な施設を維持・改修する

商業施設や住宅地を誘導する区域を定め、計画的に開発

無秩序な開発を規制

その他

コンパクトシティを目指す際、重点的に行うべきまちづくりについては、「既存のバス
（のっチャオやチョイソコなかがわ）を今よりも便利で使いやすくする」が最も多く
54.4%の回答となっている。 
また、「今ある地域の身近な施設を維持・改修する」「スーパーなどの商業施設、村役場な
どの公共施設の近くに住宅を集積させる」との回答がこれに次いでおり、公共交通の利便
を向上させつつ、コンパクトなまちづくりの必要性が認識されている。 

施策の展開
満足度

平均

重要度

平均
領域

1 豊かで美しい自然環境を維持し、後世に残す取組 3.55 4.09 Ｂ

2 土地利用の目的を明確にし、適切な誘導を図る取組 3.11 3.96 Ｃ

3 土地利用の規制との調整を図りつつ、人口増に向けた土地利用を図る取組 3.01 4.00 Ｃ

4 移り住みたい、住み続けたいむらづくりをすすめる取組 3.12 4.18 Ａ

5 訪れたくなる魅力的で活発な拠点づくりをすすめる取組 3.07 4.08 Ａ

6 地域住民の自主的なむらづくりを支援する取組 3.13 3.94 Ｃ

交通体系 7 効果的な道路整備への取組 3.21 3.96 Ｃ

8 歩行者に配慮した道路整備への取組 3.10 3.88 Ｃ

9 公共交通の一層の充実を図る取組 3.16 4.03 Ｃ

公園・緑地 10 村の自然や景観をいかした公園緑地の整備への取組 3.33 3.82 Ｄ

上水道 11
良質な飲料水を安定的に供給していけるよう、水供給体制の整備をすすめる取

組
3.74 4.34 Ｂ

下水道 12 全戸水洗化への取組 3.64 3.90 Ｄ

13 防災施設・設備の整備改善を図る取組 3.36 4.21 Ｂ

14 災害を未然に防ぎ、被害を軽減するための取組 3.27 4.36 Ａ

15 災害時に備え、緊急物資の確保、自主防災組織の育成強化を図る取組 3.24 4.34 Ａ

16 中川村の恵まれた自然環境・自然資源を活かした、景観育成への取組 3.42 4.11 Ｂ

3.28 4.08

まちづくりの方針

総　平　均

３．都市基盤整備

１．土地利用の基本方向

２．市街地整備

４．都市防災

５．都市景観
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相関散布図（全体位置図） 
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【満足度の変化（問 19）】 
 これまでの都市計画の各施策に関する満足度の変化は、「道路整備への取り組み」「上下水道整備への取り

組み」「公共交通整備への取り組み」については 60%以上が「満足度は向上した」「満足度はやや向上した」
と回答している。 

 「公園整備への取り組み」「都市防災への取り組み」「景観保全への取り組み」は、「満足度は向上した」「満
足度はやや向上した」との回答は 50%以下となっている。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【村の住み心地（問 20）】 

 村の住み心地は、「とても住みやすい」が 17.3%、「どちらかといえば住みやすい」が 61.2%と約８割が住
みやすいと回答している。 

 地区別では葛島地区の「とても住みやすい」が他の地区と比べて低くなっている。 
【住みやすさ 全村調査結果】       【住みやすさ 地域別調査結果】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成 27 年度に実施した調査と比較すると、「とても住みやすい」は
23.8%から 17.3%に減少しているが、「どちらかといえば住みやすい」
が 50.4%から 61.2%に増加している。 

 その結果、住みやすいと感じている回答者は、74.2%から 78.5%に増加
している。 

 「どちらかといえば住みにくい」「とても住みにくい」の合計は、19.5%
から 15.6%に減少している。 

                                    

【地域経済活性化のために重要なこと（問 21）】 
 村の地域経済を活性化させるためには、「村の自然・景観など地域資源を活かした観光産業の振興」「企業

誘致、起業しやすい環境の整備など新規雇用の創出」が必要との回答が多く、これに次いで「６次産業化
や中川村ブランドなど新規産業の創出」「村の基幹産業である農業の振興」となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【今後、景観を保全するために必要と思われる対策（問 22）】 

 景観を保全するためには、「公共施設や道路等の社会資本を整備する際の景観への配慮」が 60.6%と最も多
く、次いで「村民や企業等での取組を促す補助金等の拡充」「学校等での景観教育の拡充」の順となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．自由記述（問 23） 

 自由記述には、多岐にわたって多くの意見が寄せられている。 
 頻出語を見ると、「企業誘致」「人口減少」「住みやすい」「空家」

「景観」といった言葉が多く、これらに村民の関心が集まって
いることが分かる。 

 また、各言葉の関連性を見ると、特に、「企業誘致」と「若者」
「人口減少」「住む」が関連付けられており、人口減少対策とし
て若者の定住が必要であるが、そのためには、働く場としての
企業誘致が重要であると考えていることが伺える。 

 また、「景観」とは、「自然」「大切」「必要」といった語句が関
連付けられており、中川村の自然を中心とした景観は大切な物
であり、村には必要不可欠であるとの認識が読み取れる。 
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【平成 27 年度調査結果】


